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Ⅰ　廃棄物って何？

[image: image1.emf]　「このジュースの『缶』は、ゴミですか？」

あなたは、なんて答えますか？

左の子供が持っている『缶』を見たら、誰でも「ゴミに決まっているよ」と答えると思います。

でも、右の子供が持っている『缶』はどうでしょう？「まだ入っているよ。飲み終わるまではゴミじゃないよ！」

こんな答えが返ってきそうですね。

　両方ともおなじ『缶』なのに、ある時はゴミ、ある時はゴミじゃないって不思議ですね。

廃棄物って、特別なものではなくて、皆さんが普段使っているものが、不要になった瞬間から、発生するものなのです。ですから、皆さんの身近にあるものは、遅かれ早かれ、いずれ廃棄物になるのです。

　廃棄物処理法という法律では、廃棄物の定義を次のように定めています。

[image: image2.wmf]
廃棄物とは、占有者自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要になった固形状又は液状のもの。

右上の絵の場合で考えてみると、『缶』を持っている右の子供（占有者）は、まだ飲んでいますから『缶』は廃棄物ではありません。しかし、左の子供（占有者）は、もう飲み終わって、不要になっていますので、『缶』は廃棄物になります。
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[image: image4.wmf]①　廃棄物の定義（廃棄物処理法　第２条）

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。

②　廃棄物の定義（S46.10.16厚生省衛生局長通知）

廃棄物とは、その排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のものを除くもの。

③　廃棄物の範囲（S46.10.25厚生省衛生局環境整備課長通知）

廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの。

　　廃棄物処理法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律

Ⅱ　廃棄物は誰が処理するの？

[image: image5.emf]　廃棄物は、その形状や性質などで、保管や処理の方法が異なります。

例えば、理科実験に使った薬品の廃液は、どのように処理するのが良いのでしょうか？

　さすがに「流しに流すなんて論外」と皆さんは言うでしょうが、ほとんどの方は「処理業者に委託すればちゃんとやってくれる」と思っているようです。

[image: image6.emf]
[image: image7.wmf]
　上の例で、考えてみてください。「その薬品を必要として買った人は誰ですか？」、「その薬品の性状を一番知っていて、使用した人は誰ですか？」。

　理科実験で使用する試薬を購入して使ったのは皆さんなのです。ですから、不要になった薬品や廃液を、どのように保管し、どう処理するかは、みなさんが、自らの責任のもとに行うのが当然なのです。

　廃棄物処理法では、廃棄物の処理の責任を次のように定めています。
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事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。　『自己処理責任』

[image: image9.emf]
　そして、どうしても自ら処理できない場合に、その廃棄物の処理の許可業者に委託して、処理してもらうこととなります。

（「委託基準」（後述）の遵守が必要）

　左の絵のようになるのも、ならないのも、皆さんの責任であることを、肝に命じてください。

Ⅲ　廃棄物の種類

１．廃棄物の現状の把握

廃棄物を適正に保管・処理するためには、学校で発生する廃棄物の種類を、把握しておくことが重要です。

どこから、どんな廃棄物が発生し、どこに保管し、どのように処理するかを、全体の流れとして把握する必要があります。
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２．廃棄物の区分

廃棄物処理法では、廃棄物の種類を、産業廃棄物と一般廃棄物の２つに大きく区分しています。

また、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に被害を与えるおそれがある性状を持つ廃棄物として、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物が定められています。

[image: image11.emf]
３．学校からでる廃棄物の種類

　一般廃棄物（産業廃棄物以外の廃棄物）

種類
代表例

一般廃棄物
紙くず、梱包に使用した段ボールや木くず、茶殻等の雑ごみ

不要な衣服

　産業廃棄物

種類
代表例

汚泥
固形状の廃農薬、廃肥料、廃薬品

廃油
廃溶剤、廃天ぷら油

廃酸
廃液（酸性の液体）

廃アルカリ
廃液（アルカリ性の液体）

廃プラスチック類
プラスチック製の弁当容器、ビニール袋

ゴムくず
廃ゴム手袋（合成ゴムは、廃プラスチック類）

金属くず
空き缶、鉄くず、切削くず

ガラスくず、陶磁器くず等
空きびん、レンガ製品くず、陶器くず

　特別管理産業廃棄物

（爆発性、毒性、感染性その他人の健康や生活環境に被害を与えるおそれがある性状を有する産業廃棄物）

種類
内容

廃油
燃えやすい廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）

廃酸
ｐＨ２以下の廃酸

廃アルカリ
ｐＨ１２.５以上の廃アルカリ

ＰＣＢ等
ＰＣＢを含むコンデンサー、蛍光灯安定器

その他
汚泥、廃酸、廃アルカリで、次の物質を一定濃度以上含むもの

（洗浄施設（実験室の流し）を有する農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校で生じる廃棄物に限る）

（上記以外の高校で生じる場合は、特別管理産業廃棄物に該当しない）

　水銀0.005mg/ｌ（※）、カドミウム0.3mg/l（※）、鉛0.3 mg/l（※）
　有機リン1 mg/ｌ、六価クロム1.5mg/l（※）、砒素0.3 mg/l（※）

シアン1 mg/ｌ、四塩化炭素0.02 mg/l（※）

ベンゼン0.1 mg/l（※）　等

　※　汚泥と廃酸・廃アルカリで基準となる濃度が異なるもの。数値は汚泥の基準となる数値を記載しており、廃酸・廃アルカリは、汚泥の基準より若干緩い数値。

Ⅳ　学校の責務

学校が、廃棄物を適正に処理するために、知っておくべき法令で定められた責務は、次のものがあります。

１．循環型社会形成推進基本法で定める責務

[image: image12.wmf]
○　基本原則に基づく循環的な利用（法　第１１条第１項）

事業者は、基本原則にのっとり、事業活動を行う。

【循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則】

循環資源（廃棄物等のうち有用なもの）の循環的な利用及び処分にあたっては、次の優先順位で考慮する。
[1]発生抑制（リデュース：例　無駄なものは買わない）

[2]再 使 用（リユース　：例　繰り返し使用する）

[3]再生利用（リサイクル：例　リサイクル可能な業者に委託）

[4]熱 回 収（例　発電等の熱を利用する市町村焼却施設での処理）

[5]適正処分
２．国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）で定める責務
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○　環境物品等の選択の努力（法　第５条）

事業者は、物品を購入、借り受け（リース）、役務（サービス）の提供を受ける場合、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。

３．廃棄物処理法で定める責務
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①　自己処理責任の原則（法　第３条第１項）

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

②　再生利用等による排出量抑制の義務（法　第３条第２項）

その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければなりません。

③　施策への協力義務（法　第３条第３項）

廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。

Ⅴ　環境に配慮した取組みを進めるために

[image: image15.emf][image: image16.emf]廃棄物というと、「どのようにリサイクルするか」、「適正に処分するには？」など、廃棄物自体の扱いが、頭に浮かびます。

しかし、皆さんが購入して、使用している全てのものが遅かれ早かれ、廃棄物になるのですから、廃棄物になってから考えても、遅すぎるのです。
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根本的な対応をするためには、ものを買うときに、廃棄物になってからリサイクルできるものや、有害にならないものを購入する段階で十分に配慮することが、重要なポイントとなります。

さらに、ものの使い方や、保管方法なども、あわせて配慮することで、学校全体の環境配慮を総合的に進めることができます。

　次ページ以降に、この流れの順に取り組むべき事項を記載します。

【学校が配慮すべき事項】

[image: image19.wmf]
Ⅵ　グリーン購入

１．神奈川県グリーン購入基本方針

　グリーン購入とは、価格や品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先的に購入することであり、環境保全型の市場を拡大し、物やサービスを供給する企業に環境負荷の少ない物品の開発や環境に配慮した経営努力を促すことになるため、循環型社会づくりにおいて極めて重要な鍵を握っています。

　県の事業者・消費者としての経済活動は大きく、環境に与える影響も大きいことから、県が物品やサービスを購入する際には、次の３つを考慮するとともに、物品やサービスの調達は、原則に基づき対応する「神奈川県グリーン購入基本方針」を定めています。

①　環境に配慮した物品やサービスを購入する（グリーン調達）

②　購入に伴う活動の環境影響に配慮する （グリーン配送等）
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③ 環境に配慮している企業から物品やサービスを購入する（グリーン入札）

詳細については、ホームページ「神奈川のＩＳＯ」の中の「グリーン購入を進めよう」を参照してください。



ホームページ「神奈川のＩＳＯ」

２．グリーン購入の原則

県では、「神奈川県グリーン購入基本方針」でグリーン購入の原則を次のように定めています。

【グリーン購入の原則】


　物品やサービスの購入にあたっては、製品のライフサイクルのある段階での負荷が相対的に小さくても、他の段階で負荷が大きく、全体としては環境負荷が大きくなってしまうことのないよう、資源採取、製造、流通、使用、リサイクル、廃棄の製品ライフサイクル全体を視野に入れて考慮をする。

①　環境や人の健康に影響を与えるような物質の使用及び排出が削減されていること。

②　資源やエネルギーの消費が少ないこと。

③　再生可能な天然資源は持続可能に利用していること。

④　長期間の使用ができること。

⑤　再使用が可能であること。

⑥　リサイクルが可能であること。

⑦　再生材料や再使用部品を用いていること。

⑧　廃棄されるときに適正な処理・処分が容易なこと。

３．教育庁グリーン購入基準

　神奈川県グリーン購入基本方針では、各部局毎にグリーン購入基準を策定することとなっており、教育庁では、「教育庁グリーン購入基準」を作成しています。

各学校では、この基準に基づき、グリーン購入を進めるとともに、ＩＳＯ１４００１の取り組みとして、プログラム設定表に、事務用品等のグリーン購入率の数値目標を設定する必要があります。（記載方法等は、「環境マネジメントシステムに係る事務の手引き」の２１～２４ページを参照して下さい。）

Ⅶ　発生抑制、再使用、分別の徹底

１．発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）

　発生抑制や再使用を進めるためには、無駄な物を買わない、また、買った物は大事に長く使う、繰り返し使用することが重要です。

　学校での取組みの事例としては、次のようなことが考えられます。

　①　物品や薬品などの在庫管理の徹底

　事務用品等は、在庫管理を徹底することで、無駄なストックをなくし、廃棄物の発生抑制につながります。

　また、実験等に使用する薬品なども、必要なものを、必要量購入することで、廃棄物の発生抑制となるばかりか、保管する際の管理でも、最小限の対応が可能となります。



　②　長期間の使用

　グリーン購入の原則に基づき、物を購入する際に長期間の使用が可能なものを選択すれば、廃棄物の発生を結果として抑制することが可能となります。

　例えば、詰め替え式の蛍光ペン・ボールペン等の消耗部分の交換で繰り返し使用できる物品の購入により再使用ができ、廃棄物の発生抑制にもなります。

　また、コピー用紙等の両面使用なども、発生抑制や再使用につながる重要な取組みになります。

　③　包装や容器類への配慮

　物品を購入する際には、ほとんどの場合に、紙の包装や段ボールなどの容器に入っています。

　このような、包装や容器は、必ず廃棄物となりますので、納入する業者に、通い箱の使用や簡易な包装等への転換を検討してください。

　例えば、学校でものを販売する業者に対して、簡易な包装等への転換を検討してもらうことは、学校として廃棄物の発生抑制に向けて必要です。

　④　部品の交換や修理

ＯＡ機器や戸棚や机イスなどは、壊れた際に、廃棄するのではなく、まずは、部品の交換や修理が可能かどうかを検討する必要があります。

　最近では、修理するより、購入した方が金額的に安い場合がありますが、部品の交換や修理などのアフターケアーを優先している製品を購入するよう十分な検討が必要です。

２．分別の徹底

　学校で発生する廃棄物をリサイクルしたり、適正に処分するためには、廃棄物の性状などをもとに、分別を徹底することが重要です。

　また、職員室などでは、分別するリサイクルボックスと、ゴミ箱に何を入れれば良いかの基準を明確にすることが必要です。


Ⅷ　適正な保管
　廃棄物の保管については、その性状により人や環境に影響を与える廃棄物をどのように適正管理するかを、十分に検討することが必要です。

　特に学校では、理科実験で薬品を使用したり、校内の除草などを行う際に農薬等を使用する場合があるため、法令等を十分に理解した上で、これらが廃棄物になった際の管理を徹底する必要があります。

１．実験で使用する薬品等の保管

　理科実験で使用する薬品等は、いずれ廃棄物になることから、その性状等を把握することや、保管について十分な考慮が必要です。この場合、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法で次のような規制がかかっています。


○　労働安全衛生法（法　第１０１条の２）

事業者は、次の事項を、化学物質等を取り扱う各作業場（学校の場合は理科実験室等）に常時掲示し、又は備え付けることにより、労働者に周知しなければならない。

・化学物質の名称　　・成分及びその含有量　・物理的及び科学的性質

・人体に及ぼす作用　・貯蔵又は取扱い上の注意

・流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置　等


○　毒物及び劇物取締法（法　第１１条、１２条）

・　毒物又は劇物の盗難防止、紛失防止の措置を講じなければならない。

　（保管場所に鍵をなど、一般の人が容易に近づけないこと）

　　・　毒物及び劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び、毒物は赤字に白で「毒物」の文字、劇物は白地に赤で「劇物」の文字を表示しなければならない。

　　・　貯蔵又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物は「毒物」の文字、劇物は「劇物」の文字を表示しなければならない。

　また、薬品類の盗難や紛失や防止するために、管理台帳等で保管量と使用量を常に把握すること、また、人体に及ぼす作用や保管や取扱いの注意・事故の応急措置等を、わかりやすい場所に表示するなどを行うことが、事故防止につながります。

２．産業廃棄物の保管

　産業廃棄物の保管については、廃棄物処理法で次のように「保管基準」が定められています。


○　廃棄物処理法　保管基準（法施行規則第８条、第８条の１３）

ア　保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

イ　周囲に囲いが設けられていること。

ウ　見やすい箇所に次の事項を表示した掲示板（ﾀﾃ、ﾖｺ60㎝以上）が設けられていること。

①産業廃棄物の保管の場所である旨の記載、②保管する産業廃棄物の種類、

③保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先、

④屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては最高の高さ

エ　保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次の措置を講ずること。

①　産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

②　屋外において産業廃棄物を容器を用いず保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管場所の各部分について、省令で定めるところによること。※

③　その他必要な措置

オ　特別管理産業廃棄物に他の物が混入しないよう仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

カ　特別管理産業廃棄物はその種類に応じ、次の措置を講ずること。

①　廃油又はＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物については、容器に入れ密封すること等揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置

②　廃酸又は廃アルカリについては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置

③　ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物については、腐食の防止のために必要な措置

④　廃石綿等については、梱包する等飛散の防止のために必要な措置

⑤　腐敗するおそれのある物については、容器に入れ密封すること等腐敗防止のために必要な措置

※　屋外に粗大ごみ等の産業廃棄物を積み上げている場合は、高さ規制があるため省令で確認してください

廃液を保管する場合の表示例





３．特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

学校でＰＣＢを使用した機器を保管していたり、ｐＨ２以下の廃酸等の特別管理産業廃棄物を発生する場合には、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。

【特別管理産業廃棄物管理責任者の資格】

○　特別管理産業廃棄物管理責任者講習会（※）を修了した者

○　その他

　※　特別管理産業廃棄物管理責任者講習会は、社団法人神奈川県産業廃棄物協会にご確認下さい。

　

　　社団法人神奈川県産業廃棄物協会　

　　　　　　〒231-0023　横浜市中区山下町74-1

　　　　　　TEL　045-681-2989　　　　FAX　045-641-8114

４．ＰＣＢ廃棄物の保管方法等の届出

　ＰＣＢ廃棄物を保管する学校は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理の推進に関する特別措置法により、毎年報告が必要です。


○　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理の推進に関する特別措置法

（法　第８条）

事業者（学校）は、ＰＣＢ廃棄物の保管方法等の状況について都道府県知事（保健所設置市長）にとどけ出なければならない。



学校から排出される次のゴミは、一般廃棄物、それとも産業廃棄物ですか？

①　紙くずや食べ残しのご飯が入ったプラスチック製の弁当容器が入ったゴミ袋。

②　紙製の袋に入った廃肥料

【答え】

①②とも一般廃棄物と産業廃棄物の混合物となります。

○　一般廃棄物（紙くず、食べ残しのご飯、紙製の袋）

○　産業廃棄物

・　プラスチック製の弁当容器（廃プラスチック類）

・　ゴミ袋（廃プラスチック類）

・　廃肥料（汚泥）

一般廃棄物の処理は、市町村に依頼するか、委託する場合は一般廃棄物処理業の許可を持っている業者に、委託しなくてはいけません。

また、産業廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業の許可を持っている業者に、委託しなくてはいけません。

当然のことながら、一般廃棄物と産業廃棄物の混合物は、両方の許可をもった処理業者（収集運搬、処分ともに両方の許可が必要）に委託しなくてはいけませんが、両方の許可をもった業者は多くはありません。

　現状では、紙くずと廃プラスチックなどは、事務室や職員室でも、一緒になっていることがあります。

　ですから、それぞれの職員や教員が、廃棄物になるときに分別を徹底して、それぞれの許可業者に適正に処理を委託することが重要です。

Ⅸ　リサイクル
　グリーン購入や発生抑制・再使用をどれだけ進めても、廃棄物は必ず発生します。その発生した廃棄物をどのよう分別し、リサイクルするかも、学校での廃棄物処理で重要なこととなります。

　

１．紙類のリサイクル

　学校で発生する紙類は、次のようなものが考えられます。

　①新聞紙　②本・ノート・雑誌　③コピー用紙　④わら半紙　⑤チラシ類

　⑥段ボール　⑦封筒　⑧紙製の容器（箱やコップ）　⑨付箋等ちぎった紙

　⑩個人情報等のシュレッダーくず　　⑪ちり紙くず　

　一般的な学校では、①～⑥はリサイクルされていますが、⑦～⑩も現在の技術でリサイクルでき、対応するリサイクル業者が存在します。

県庁の例では、ゴミとして焼却処理委託しているものは、⑪ちり紙くずだけです。

　各学校では、このような状況を踏まえ、リサイクルの検討を進めてください。

２．カン、ビン、ペットボトルのリサイクル

　空き缶、空きびん、ペットボトルなどは、自動販売機や学校外からの持ち込みにより廃棄物となりますが、これらは、リサイクルが可能です。

　特に、空き缶のうち、アルミ缶は、量が集まれば有償で売却できるものですから、ゴミとせず、リサイクルを検討してください。

　なお、自動販売機の設置者が容器を回収する場合は、その処理がリサイクルかどうかの確認を行い、環境に配慮した業者の自動販売機の設置をグリーン購入として進めてください。

３．スチール机、戸棚等のリサイクル

　金属製の大型ごみ（スチール机、戸棚等）は、金属部分のリサイクルが可能です。これらを処理委託する際には、リサイクルできる業者に委託して、リサイクルを進めてください。

４．その他のリサイクル

　その他、落ち葉の堆肥化、食堂の残飯や衣服等のリサイクルは可能ですので、リサイクルの検討を進めてください。

５．リサイクル業者の許可

　もっぱら再生利用の目的となる廃棄物（古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維）の収集運搬・処分では、廃棄物処理法の処理業の許可が不要とされている場合があります。

　

　なお、リサイクルに関する相談等は、次の各組合等にご連絡下さい。

【神奈川県リサイクル産業団体連合会】
名称
連絡先ＴＥＬ

神奈川県資源回収商業協同組合
045-313-6100

神奈川県金属原料商工業協同組合
045-324-4012

神奈川県ウエスト組合
045-761-0012

神奈川県硝子原料商組合
044-333-3551

神奈川県酒類食品容器協同組合
0465-23-3515

神奈川県製紙原料商業協同組合
0468-35-8562

神奈川県故紙回収協同組合
045-210-0192

神奈川ウッドエネルギーセンター協同組合
045-681-4376

横浜市ダスト開発協同組合
045-681-4376

川崎市エコ・２１事業協同組合
044-711-1112

湘南廃棄物処理資源化事業協同組合
0466-48-6520

小田原市資源リサイクル事業協同組合
0465-38-0453

横浜市資源リサイクル事業協同組合
045-316-4050

川崎市資源リサイクル協同組合
044-244-2666

横須賀市資源回収協同組合
0468-21-3811

鎌倉市資源回収協同組合
0467-31-8161

藤沢市資源回収協同組合
0466-43-8119

平塚市資源回収協同組合
0463-54-2332

大和資源回収協同組合
0462-62-8865

座間市リサイクル協同組合
0462-57-7711

協同組合厚木市資源再生センター
046-290-3590

相模原市環境資源リサイクル協同組合
0427-45-6205

綾瀬市リサイクル協同組合
0467-77-1863

津久井環境資源リサイクル協同組合
0426-85-0133

Ⅹ　適正な処理
１．自己処理　

学校で廃棄物の自己処理を行う際には、廃棄物処理法により「処分基準」が定められていますので、自ら処分を行う際には、巻末の所管の行政機関に問い合わせてください。

２．委託処理　

自ら処理できない廃棄物は、処理業者等に委託して処理することとなりますが、廃棄物処理法により「委託基準」が定められていますので、許可証の確認、委託の契約、マニフェストの交付と契約書及びマニフェストの保存を確実・適正に実施してください。

　①　許可証の確認

　委託業者の許可証は、次の項目を確認してください。

　【許可証で確認する事項】

運搬する業者
①　学校のある都道府県（保健所設置市）で、委託する廃棄物の、それぞれに該当する「収集運搬業」の許可（産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、一般廃棄物）を持っていますか。


②　運搬先の中間処理施設又は最終処分場のある都道府県（保健所設置市）で①と同様に「収集運搬業」の許可を持っていますか。


③　委託する廃棄物が許可を受けた「取扱う廃棄物の種類」に含まれていますか。


④　許可の期限は５年間です。期限は切れていませんか。

（※一般廃棄物の場合では、許可期限は２年間です。）

焼却や埋立などの処分を行う業者
①　中間処理施設や最終処分場のある都道府県（保健所設置市）で「処分業」の許可を持っていますか。


②　委託する廃棄物が許可を受けた「取扱う廃棄物の種類」に含まれていますか。


③　許可の期限は５年間です。期限は切れていませんか。

（※一般廃棄物の場合では、許可期限は２年間です。）

　②　委託契約

　委託契約は書面により行い、契約書には、次の事項を記載し、許可証の写し等を添付し、契約終了後５年間保存してください。

(1) 委託する産業廃棄物の種類及び数量

(2) 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地

(3) 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときはその処分若しくは再生の場所の所在地及びその処分又は再生の方法

(4) 処分又は再生に係る施設の処理能力

(5) 処分を委託するときは、最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力

(6) 委託契約の有効期間

(7) 委託者が受託者に支払う料金

(8) 受託者が運搬又は処分の許可を有する場合は、その事業の範囲

(9) 積替え又は保管を行う場所に関する事項

　(所在地、保管できる産業廃棄物の種類、当該場所での保管上限)

　安定型産業廃棄物の運搬委託には、他の廃棄物と混合することの許否等も記載

(10) 適正な処理のために必要な事項に関する情報

　(①性状及び荷姿、②通常の保管状況での性状の変化、③他の廃棄物との混合等による支障、④その他取り扱う際に注意すべき事項)

(11) 受託業務終了時の受託者の委託者への報告

(12) 契約解除時の処理されない廃棄物の取り扱い

　③　マニフェスト（産業廃棄物管理票）

　産業廃棄物の運搬や処分を委託する場合は、マニフェストを交付しなければなりません。

　マニフェストは、処理業者が記載するものだと思っている人が多いようですが、大きな間違いで、委託する廃棄物の性状などをよく理解している学校が記載することが当然です。

　また、交付したマニフェストは、処理が終わるたびに学校に戻りますので、かならず確認してください。

　マニフェストは、送付を受けた日から５年間保存してください。

【学校に戻るマニフェスト】

Ａ票
学校が記載し、収集運搬業者は廃棄物の受領時に、必要事項を記入して、学校に渡します

Ｂ２票
収集運搬業者は運搬終了後、処分業者から渡されたＢ２票を学校に返送します。

Ｄ票
処分業者は廃棄物の処分終了後、Ｄ票を学校に返送します。

Ｅ票
処分業者は中間処理の残さの最終処分が終了した後、Ｅ票を学校に返送します。

　マニフェストの返送が９０日以内（特別管理産業廃棄物の場合は、６０日以内、Ｅ票は１８０日以内）にない場合や、必要事項が記載されていない又は虚偽記載のあるマニフェストを受け取った場合は、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに必要な措置を講ずる。

　また、上記の期間が経過した日から３０日以内に都道府県知事（保健所設置市長）に、報告が必要です。

３．廃家電等の処理　

　エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機の特定家庭用機器を廃棄する場合は、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）による規制がかかります。


○　特定家庭用機器再商品化法（法　第６条）

事業者（学校）は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、排出する場合は、収集・運搬．再商品化等をする者に適切に引き渡し、料金の支払いに応じる。





学校から排出される次のゴミは、特別管理産業廃棄物に該当しますか？


①　普通高校の理科の実験で出た、１mg/l以上の水銀やカドミウムを含む廃液（ｐＨ３.２）

②　工業高校の理科の実験で出た、１mg/l以上の水銀やカドミウムを含む廃液（ｐＨ３.２）

【答え】

①は産業廃棄物の廃酸となり、②は特別管理産業廃棄物の特定有害産業廃棄物の廃酸に該当します。

　②の特別管理産業廃棄物は、水銀とカドミウムを取り扱うことができる特別管理産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。


①の産業廃棄物は、水銀やカドミウムを含む廃酸にもかかわらず、廃酸を取り扱うことができる産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。

①も②も同じ成分の廃酸ですが、法律上は別の廃棄物の区分（特別管理産業廃棄物と産業廃棄物）となります。

普通高校の理科実験により発生した①のような廃酸を処理する場合は、法律上は、産業廃棄物処理業者に委託しなければなりませんが、その産業廃棄物処理業者が、水銀とカドミウムを取り扱うことができることを確認して、委託をすることが環境保全上必要です。

所管の行政機関

   事業場の所在地
                 行政機関名及び連絡先

神
奈
川
県
鎌倉市・逗子市
三浦市・葉山町
横須賀三浦地区行政センター環境部      　　　〒238-0006
  横須賀市日の出町２－９－１９（県横須賀合同庁舎）
  ＴＥＬ　０４６－８２３－０２１０（代表）
  ＦＡＸ　０４６－８２２－９７１４


厚木市・大和市
海老名市・座間市
綾瀬市・愛川町
清川村
県央地区行政センター環境部            　　　〒243-0004
  厚木市水引２－３－１（県厚木合同庁舎）
  ＴＥＬ　０４６－２２４－１１１１（代表）
  ＦＡＸ　０４６－２２５－５２１８


平塚市・藤沢市
茅ヶ崎市・秦野市
伊勢原市・寒川町
大磯町・二宮町
湘南地区行政センター環境部            　　　〒254-0073
  平塚市西八幡１－３－１（県平塚合同庁舎）
  ＴＥＬ　０４６３－２２－２７１１（代表）
　ＦＡＸ　０４６３－２４－３６０８


南足柄市・中井町
大井町・松田町
山北町・開成町
足柄上地区行政センター環境部          　　　〒258-0021
  足柄上郡開成町吉田島２４８９－２（県足柄上合同庁舎）
  ＴＥＬ　０４６５－８３－５１１１（代表）
  ＦＡＸ　０４６５－８２－１４９４


小田原市・箱根町
真鶴町・湯河原町
西湘地区行政センター環境部            　　　〒250-0012
  小田原市本町２－３－２４（県小田原合同庁舎）
  ＴＥＬ　０４６５－２２－１１５１（代表）
  ＦＡＸ　０４６５－２２－９２３４


城山町・津久井町
相模湖町・藤野町
津久井地区行政センター環境部          　　　〒220-0207
  津久井郡津久井町中野９３７－３（県津久井合同庁舎）
  ＴＥＬ　０４２－７８４－１１１１（代表）
  ＦＡＸ　０４２－７８０－０５９６


地区行政センター所管区域の全域
神奈川県環境農政部廃棄物対策課        　　　〒231-8588
  横浜市中区日本大通１（県庁新庁舎）
  ＴＥＬ　０４５－２１０－１１１１（代表）
  ＦＡＸ　０４５－２１０－８８４７

     横　浜　市
横浜市環境保全局調整部産業廃棄物対策課　    〒231-0017
  横浜市中区港町２－９（関内駅前第二ビル５Ｆ）
  ＴＥＬ　０４５－６７１－２５１３　
  ＦＡＸ　０４５－６５１－６８０５

     川　崎　市
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課          〒210-8577
  川崎市川崎区宮本町１（川崎市役所第３庁舎16Ｆ）
  ＴＥＬ　０４４－２００－２５９４
  ＦＡＸ　０４４－２００－３９２３

    横 須 賀 市
横須賀市環境部環境管理課　　　　　　　　　　〒238-8550
  横須賀市小川町１１（横須賀市役所本館）
  ＴＥＬ　０４６－８２２－８４１８
  ＦＡＸ　０４６－８２３－００５４

    相 模 原 市
相模原市環境事業部廃棄物指導課              〒229-8611
  相模原市中央２－１１－１５（相模原市役所本館）
  ＴＥＬ　０４２－７６９－８３３５
  ＦＡＸ　０４２－７６９－４４４５

廃棄物適正処理　自己チェックリスト

確認者氏名　　　　　　チェック者氏名　　　　　　年月日　　　　　

No.
チェック項目
Check

１
廃棄物の発生源、保管場所、委託先などを流れとして整理し、図表化してある。（Ⅲ－１参照）


２
学校で発生する廃棄物の一覧表等がある。（Ⅲ－３参照）


３
作成した一覧表で一般廃棄物、産業廃棄物を区分している。

（Ⅲ－３参照）


４
教育庁グリーン購入基準を所有している。


５
ISOのプログラム設定表に、グリーン購入の拡大、コピー用紙使用量・廃棄物の削減、地球温暖化の防止、化学物質等の適正管理の平成１５年度の数値目標、プログラムを記載している。

（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑに係る事務の手引き参照）


６
ISOの庁舎管理データ表に、エネルギー原単位、水道原単位、廃棄物原単位、リサイクル率の平成１５年度の数値目標、プログラムを記載している。（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑに係る事務の手引き参照）


７
保管する薬品の在庫管理表がある。


８
理科実験準備室に、薬品等の取扱い上の注意など労働安全衛生法で定める事項が掲示、又は備え付けられている。（Ⅷ－１参照）


９
毒物、劇物の貯蔵庫に、「医薬品外」と「毒物」、「劇物」の表示がある。（Ⅷ－１参照）


10
廃棄物の保管場所に表示がある。（Ⅷ－２参照）


11
特別管理産業廃棄物を発生する場合、特別管理産業廃棄物管理責任者を任命している。（Ⅷ－３参照）


12
平成１４年度に委託した産業廃棄物の処分で、処理業者の許可証で必要事項がすべて確認できた。（Ⅹ－２参照）　※１


13
平成１４年度に委託した産業廃棄物の委託契約書で、必要事項がすべて記載されている。（Ⅹ－２参照）　※１


14
平成１４年度に委託した産業廃棄物は、すべてのマニフェスト（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票）がそろっている。（Ⅹ－２参照）　※２


15
マニフェスト（Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票）には、収受した日付が記載されている。（Ⅹ－２参照）　※２


※１　Ｘ－２を参照し、許可証、契約書に必要事項がすべて確認できなかった場合は、至急是正（許可証のチェックリストを作成する、新たな契約書のひな形を作成する等）を実施してください。

※２　すべてのマニフェストがそろっていない場合は、処理業者に状況を確認してください。また、法律で定める期日を越えてしまっている場合は、保健所設置市又は各地区行政センターの廃棄物所管機関に必要な報告をしてください。

【例】薬品から廃液までのフロー





コラム





買うときに、ゴミになったときのことを考慮しておけば、、





無駄な物を持たなければ、廃棄物の発生抑制にもなるし、管理も楽だね！！！





産業廃棄物等　保管場所





特別管理産業廃棄物　


　廃酸（ｐＨ２.０以下）


産業廃棄物


　廃油（有機溶剤）


廃酸（ｐＨ2.０超～７.０未満）








管理者：○○○○　連絡先　内線×××








廃液は、ポリタンクやガラス容器等腐食しない容器に入れて、その下に受け皿を敷いて、漏れたときの対応ができればＧＯＯＤだね。





コラム
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